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○議長（小林哲雄） 

 再開いたします。 

午前１１時１５分 

○議長（小林哲雄） 

引き続き、一般質問を行います。 

３番、吉田敏郎議員、どうぞ。 

○３番（吉田敏郎） 

皆さん、こんにちは。３番議員、吉田でございます。 

本日、買い物弱者、高齢者の交通手段等に対しての町行政の対策をということで質

問をいたします。 

帯広畜産大学の杉田教授が著書の中で買い物に苦労する高齢者の方々を称して買

い物難民と定義をつけられておりますが、昨今の新聞報道やマスコミの一般的な取り

上げられ方として、身近な商店の撤退、閉店や交通手段の不足によって食料品などの

日常の買い物が不自由になる高齢者の方を買い物難民と称しております。 

現在、全国の商店数は１１４万余りでありますけれども、この２５年間で３割も減

少したと報じられております。一方、大規模店舗は増加をしており、中小の店の撤退、

閉店が著しい状況であります。内閣府が６０歳以上を対象にしました調査では、生活

に不便を感じることとして日常の買い物と回答された方が１６．６％以上おりまして、

病院等医療機関への通院を上回り最も多い項目となっております。  

我が開成町においても高齢化が進み、商店の廃業、閉店が増え、バスの運行も来年

度より廃止の路線がございます。ひとり暮らしの高齢者の方、高齢者の夫婦、運転免

許証のない方、また免許証の返納等で買い物や病院への交通手段の不足に悩まされて

いる方が多くいらっしゃいます。ちなみに、警察庁の統計によりますと、２０１３年

には１３万７，９３２人の方が運転免許証を自主返納しております。１０年前、１万

６３０人おりましたということですけれども、１０倍以上ということでございます。

そういうことを考えまして、町行政として何らかの施策が必要であると考えます。  

よって、以下の質問を行います。一つ、行政として買い物難民、買い物弱者という

言葉をどのように捉えられているのか。二つ目として、開成町の買い物難民の実態把

握はされているのか。三つ目、買い物難民対策について調査・分析はされているのか。

４、政府のほうでは乗り合い予約型という小型バスを運行する仕組みを普及させる方

針を固め、２０１５年からは補助金制度を新設し導入する自治体を支援するとありま

す。こういったことを導入する考えはあるのか。以上、質問をいたします。  

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、吉田議員のご質問にお答えします。 

一つ目の買い物難民という言葉、先ほど、ほかの議員からも出ましたけれども、改

めて話をさせていただきますけれども、この解釈の仕方、流通機能や交通網の弱体化
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とともに食品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている人々のことと認識をし

ております。経済産業省等の国の機関のマニュアルや補助事業においての呼び方では、

主に「買い物弱者」という言葉を使っているようですので、買い物難民と同じ意味で

はありますが、答弁においては、これから買い物弱者と先ほどと同じように統一をさ

せていただきたいと思っております。 

２番目の実態把握について。全国的には、過疎地や山間部において大きな問題とな

っているようでありますが、開成町は町域が狭くても、また人口が増えていても、バ

ス路線が利用者減で廃止あるいは縮小されている現状があります。地域の商店が減少

し、自家用車がなくなったり運転免許証を返却したりして、高齢で歩くには商店まで

少し距離があるということで、日々の食料品等の調達に困っている方が増えている。

開成町においても民生委員さんから、地域の高齢者を訪問している中で、ひとり暮ら

しの方や高齢者から本当に困っているという切実な声を聞いているという報告を受

けております。これは先ほどの質問と同じ答弁になってしまいますが、そのような形

で答弁をさせていただきます。 

３番目の買い物弱者対策について調査・分析をしているかということですが、岡

野・金井島地域の方に対するバス等の公共交通アンケートは行っております。しかし、

買い物弱者対策に特化した調査というものは実は行っておりません。経済産業省の提

示している買い物弱者応援マニュアルでは、応援する三つの方法として、一つ、身近

な場所に店をつくること、二つ、家まで商品を届けること、三つ、人々が出かけやす

くすることが必要と、このような三つの応援マニュアルが出されております。 

この観点で開成町の状況を分析すると、商店については町の中部や南部にはコンビ

ニも含めて適度に点在をしております。町北部地域においては、ほぼ商店がなく、一

番近くでも延沢のマックスバリュ開成店まで１キロから１．５キロあると。新たな民

間による商店の出店も望めない状況にあると考えております。 

商品を家まで届けてくれる商店、これは町内のコンビニや生協、弁当宅配業者が数

多くあります。また、町内の個人商店でも小さい範囲での宅配を行っている状況があ

ります。しかし、買い物弱者である高齢者等にとっては、このような情報を入手しに

くいという課題があります。開成町民生委員児童委員協議会では、訪問活動の中で

日々の食料等の買い物に困っている方の相談を受けており、家まで宅配してくれる商

店などを紹介しております。平成２６年において、開成町社会福祉協議会では買い物

等外出支援方策の調査研究事業を進めており、できれば町等の協力を得ながら社会福

祉協議会事業として定期的なものにしていきたいとして事業化を今、検討していると

ころであります。 

４番目について、お答えします。マスコミ報道によると、国は、人口減少や高齢化

に対応した新たな交通ネットワークを普及させるため、平成３２年度をめどに、市町

村主体で乗り合いタクシーや小型バスを運行するデマンド交通を平成２５年度末の

３１１市町村から７００市町村まで拡大させる方針を固めたとのことであります。デ

マンド交通は、決められたルートを定時に走る路線バスと異なり、利用者の予約に応
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じてタクシーや小型バスを運行する仕組みであります。国土交通省は、デマンド交通

を導入する自治体を支援するため、来年度から予約受付システムの構築などに使える

補助金の額を現行より手厚くする制度を新設する方針を示しております。  

デマンド交通は、予約と事前の利用者登録が必要であり、また別の利用者との乗り

合いになる、最短の距離や時間で目的地に到着するとは限らない、自治体が運行して

いるため、その行政圏内を中心とした運行になるなど特徴を持っております。デマン

ド交通のほかにも、地域交通の手段としては路線バス、コミュニティーバス、福祉タ

クシーなどが考えられますが、事業主体は交通事業者、行政、社協、ＮＰＯ、地域コ

ミュニティーなど多岐にわたり、運営の方法もさまざまあります。  

地域交通のあり方について、一つ、交通不便地域において利用が想定される方の詳

細な調査や周辺地域を含むマーケティング調査を行い、利用者の属性や行動をしっか

り把握する、二つ目として、その上で利便性、公平性、採算性、実現可能性を勘案し、

どのようなシステムを導入すべきかを検証するなどが必要となってきます。先進事例

は数多くありますが、成功している事例は数少なく、課題が多いというのが実態だと

考えております。 

そういった中で、開成町は、吉田議員が言われるように、町道２０１号線、いわゆ

る旧道ですが、バス路線の新規振りかえということで、今度は新道のほうに４月から

行ってしまうということが決まっております。そういったことを鑑み、また各地域の

まちづくり集会においても、北部においては特に足の便、また、北部だけではなく南

部地区のパレットガーデンの皆さん、下島の皆さんからも、北部に行く、瀬戸屋敷に

行く足の便がないというふうなご意見は多々いただいております。  

そういった実態を含めて、来年度予算、これも２７年度の予算の中に、実験的では

ありますが、１０人乗り程度のワゴン車タイプの、これはタクシーかバスかはわかり

ませんけれども、今、検討中でありますけれども、それを実験的に走らせるというこ

とを２７年度予算に盛り込みたいと考えております。いろいろな乗車の状況や運行コ

ース、運営主体、採算性を来年度予算の中で実験的にやってみた中で、その後、どう

いうふうに持っていくかというのを決定していきたいと。まずは、やってみるという

ことから進めていきたいなと。そういう中から課題が見つかるのではないかと思って

おりますので。この点においては、足の確保という形で町内を循環できるコミュニテ

ィーバスを実験的に来年度、実行するということで吉田議員には答弁をさせていただ

きたいと思います。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

ただいま、町長から答弁をいただきました。非常に前向きな話も聞いておりますけ

れども、最初の１番の買い物難民と、あと実態把握ということに関しては、同僚議員

のほうから質問がありまして、そのようなことも町長からいただいておりますので、
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三つ目のほうから再質問させていただきます。 

まず最初に、平成２４年度の定例会６月会議の中において、同僚議員から移動手段

に対して第五次総合計画に位置付けるだけでは進まないのではという質問に対して、

答弁の中に、どのような実現方法が可能か調査するとともに、今年度、２４年度です

けれども、アンケートの調査の結果を踏まえて方策を考えたいとご答弁がありました。

そのアンケートについて、内容を、どういう方々に、また、どのような内容でアンケ

ートをとったのか、答弁をお願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

それでは、お答えいたします。 

２４年度の議会におきまして、調査を進めさせていただきたいというようなお答え

をさせていただきました。調査につきましては、２４年度と２５年度に２カ年行って

おります。この調査は町単独ではなくて、神奈川県の市町村振興協会、こちらのほう

の補助金を活用させていただいて、お隣の大井町と共同で行ったものでございます。 

まず、２４年度につきましては、基本的な調査ということで町を取り巻く交通の実

態の整理、それと実際に空白区域というのはどこになるのかというような、そういう

整理。あわせて１５歳以上の町民の方から１，３００人ほど無作為抽出させていただ

いて、これは簡単なアンケート調査ですが、鉄道の利用駅でありますとか、そこまで

の交通の手段、あるいは目的、そういうものについて簡単なアンケート調査をさせて

いただいたと。 

１，３００人のうち６５５票、率にして５０．５％の回収率でございました。ただ、

実際に自治会からの要望とかが強かった北部の岡野・金井島地区、こちらのほうから

の回答がわずか４７票ということで、余り参考になるような数字ではございませんで

したので、２５年度に改めて岡野、金井島だけに特化をしてアンケート調査をさせて

いただいたということでございます。その中では、個人票だけではなくて、家族で送

り迎えもあるということで世帯に対してのアンケート、細かに聞いたということでご

ざいますが、例えば、免許や自動車の保有状況でありますとか外出の頻度や場所、手

段、あるいは新たな交通手段の考え方についてお聞きをしたということになってござ

います。 

以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

今、２４年度、それから２５年度にも岡野、金井島を対象にアンケートをとったと

いうことでお答えをいただきました。２４年度に関しては全町に向けてしたのかと思

いますけれども、２５年度においては岡野、金井島を特化して、そちらのほうにアン

ケートをとったということを今いただきました。やはり岡野、金井島だけでなく、例
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えば、東のほうの河原町、上島、榎本のちょっと遠くにもありますけれども、先ほど

町長も言いましたパレット南部のほうから北部のほうにという、そういうこともあり

ますので、こういうアンケート、意味があって岡野、金井島で特化してとったとは思

いますけれども、２５年度、また２６年度もとるかもしれませんけれども、そういう

アンケートは全町に対してとるべきではないかと思うのですけれども、まず、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

２４年度の調査は、ほぼ町内全域を対象としております。補助金を活用したため１，

３００票という数字になってしまいましたけれども、大体の傾向は把握できておりま

すし、結果としては岡野、金井島のほうのアンケート結果とそうそう変わるものでは

ないというふうな結論が出ているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

岡野・金井島地区だけでなく、全町のアンケートに対して同じような云々というこ

とでありましたけれども、例えば、岡野、金井島、先ほど町長からも一番近いところ

のマックスバリュでもかなり離れているということがあります。買い物弱者というこ

とに関する調査をしたわけですけれども、岡野・金井島地区から１キロも離れている

ところのお店、例えば、どこの地域でも徒歩で５００メートル以上を過ぎても商店等

に到達できない場合、やはり買い物弱者として言われております。最低でも往復する

と１キロ以上かかるということですけれども、そういう方々にお話を聞きますと、せ

めて途中に休むところ、バス停みたいな屋根つきの休憩所があると休み休み行けるの

で助かるというお話も聞いております。買い物弱者を出かけやすくする支援として、

そういった施設をつくっていく、設けるということはいかがかなということで、まず

お聞きします。 

○議長（小林哲雄） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（池谷勝則） 

町全体ということも考えた中では、今、開成町は北部のほうでは小さな公園、ふれ

あい公園等の整備、また中部では大きい公園、また南部でも新しく公園をつくってお

ります。その公園の中では、トイレを持った水飲み場、またはパーゴラ、休憩スペー

スも確保してございます。ただ、それが皆さんが考えられているちょうど通路上にな

るかどうかというのは多少あろうかと思うのですが、運動のためにもちょっと寄り道

をしていただいて、そういう休憩スペースを利用していただければ助かるのかなと、

このように考えます。 
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○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

そういった施設をほかのもので利用していただくということですけれども、その

道々、どうしても高齢者の方にとっては道の両脇の歩道の段差とかなんかがありまし

て、そういうことで買い物に行く途中、行き帰りについて非常にご苦労なさっている

というお話も聞いておりますので、そういう形の施設なり、そういうものを利用する

ようなものを代用してつくっていただければということも考えております。  

先ほど答えの中で個人商店でも高齢者に頼まれたら宅配をしているところがある

ということは私も承知しておりますけれども、民生委員児童委員協議会でも訪問活動

の中で、買い物に困っている方に家まで宅配してくれる、そういう商店を紹介してい

るということですけれども、こういうことは続けていってほしいと思いますけれども、

民生委員の方たちがそういう方たちに対して、どういう周知の仕方をしているのか、

またお誘いをしているのか、お話しできる範囲で結構ですのでお願いします。  

○議長（小林哲雄） 

福祉課長。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

民生委員におきましては、買い物お助けリストというのをつくりまして対応してい

るわけでございますけれども、周知の仕方という部分でありましたけれども、まず、

個人商店につきましては、非常に配達地域が限られている、ある意味、昔からのつき

合いの中で近所のよしみでというようなことがございますので、実は、個人商店の部

分については民生委員と個別の高齢者の方の中での共有という形になっております。 

また、開成町内にはコンビニ等も、セブンイレブン等がそういう宅配も一部してい

るというようなことがあります。これは商売でやっているわけでございますので、こ

こら辺については、今、社会福祉協議会が民生委員の協議会の事務局をやっているわ

けでございますけれども、社協だより等に大々的に、やっているところについては、

そういう広報等をしていって高齢者に伝えていくと。コンビニとかでやっている部分

が、単純に買い物難民というよりも、不精な若者用にそういうことをやっているみた

いな部分もあって、なかなか高齢者に伝わっていかない部分もありますので、十分に

活用できるものですので、もう少し周知を進めていきたいと考えております。  

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

もう少し、そうですね、周知をずっとしていただきたいし、そういうことを続けて

いっていただきたいと思います。 

先ほど答弁の中で、開成町社会福祉協議会で買い物等外出支援方策の調査・研究事

業を進めており、町等の協力を得ながら社協事業として事業化を検討しているという

ことでありますけれども、どういった検討をしているのか、ちょっとお話をお願いし
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たいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

福祉課長。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

お答えをいたします。 

今年度において、そのような事業を、研究事業ですから予算はついていないわけで

ございますけれども、社協においては、さらに住民にアピールするために、そういう

ことをやっていこうというようなことがもともとあります。それで、現状におきまし

ては、今年度におきましては、今の社協の考えでは、まだやっていないようですけれ

ども、土・日に介護保険の送迎バスが運用をしておりませんので、今、自治会や自治

会福祉部に呼びかけて、そういうところで試験事業として、どこかの商店でもいいで

すから買い物ツアーみたいなことをやってみる。ただ、それだけではなくて、その後、

参加者との意見交換をして、どういうものを望んでいるのか、そういうものを調査し

ていこうというようなことでやっているようでございます。 

加えて、では来年度にはどうしていくのだという部分の中に、先ほどもありました

ように、社協として、社協の介護保険の送迎バスの運用していない時間帯だけでも何

かを来年度においてできないか、あるいは町の補助金等が望めるならばバスとは言わ

ずワンボックス等でもできないかと、そのようなことを検討している状況でございま

す。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

社協のほうで、そういう形で進めているということは承知いたしました。  

その中で、今、課長から答弁がありましたとおり、土曜、日曜も運行するほうがよ

いということ、それから、町内を社協のバスが行き来し、そういうことをしていれば、

非常に、社協に対してなかなか理解できない人にとっても、社協がどういうことをし

ているのか、また、していることに対してよいＰＲになると思います。ぜひ、そうい

うことをするときには、大いに進めてやっていただきたいと思います。  

その中で、これから検討するということでございますけれども、またバスの運転手

さんにも有償ボランティアとして、高額な金額ではなく、先の話ですけれども、そう

いうことで利用していただくために運転手を有償ボランティアでやっていただく。そ

うすれば、そういう方たちも非常に生きがいを感じてできるのではないかと思います

ので、そういうことは考えていただきたいと思います。 

以前、南足柄市でもそういうことをやったことがありまして、塚原・湯河原地区の

ほうで、最初は利用数も多かったのですけれども、だんだんと利用が減少して廃案に

なってしまったという経緯もあります。 

また、デマンド交通として、埼玉県鳩山町というのがありまして、そちらのほうで

は予約制の乗り合いタクシーを本格化しまして、平日のみの運行で町内のどこで乗り
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おりしても運賃が１００円、人口が１万４，５００人で開成町と同等、ちょっと少な

い人口ですけれども、年間に延べ１万９，０００人の方が利用していると。町民が１

人１回以上は必ず利用しているということになるのですけれども、利用者の方の８割

が６０歳以上の方で、そういう方たちから外出の機会が増えたということで非常に好

評であるということであります。地域の活力を失わないためにも、非常に必要だと説

明をしております。鳩山町では、年間に、それに対して２，２００万円の費用を負担

しているということで、例えば、高齢者が外出をしなくなれば、開成町においても、

なかなか外出する機会も減り経済的な損失にもなるのではないかと思います。誰もが

気軽に出かけやすい仕組みを整えるということが非常に重要なことであるかと思い

ます。 

先ほど、先の話ですけれども、町長、副町長の答弁の中で小児医療の問題で６年生

まで引き上げたと。そして、そのときに、予算１，８００万ほどかかるけれども、財

政の中でも、南部地区土地区画整理のほうが終わり、７，０００万から８，０００万

の、そういう金額が期待できるということで言われておりますので、そういうことに

おいても、こちらのほうに町としていろいろ財源を充てていただければなと思います。 

ちょっと今いろいろしゃべりましたけれども、こちらは社会福祉協議会のほうです

ることを町が援助するということですけれども、それも含めて、町として単独で、民

間でやることに対しては非常に厳しさも難しさもありますので、自治体形式のほうで

やっていくということのお考えはありますでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

最初に最初の答弁のときにお答えしたと思うのですけれども、来年度予算の中で実

験的に、委託しますけれども、それがタクシー業者か町バス業者かわかりませんけれ

ども、委託をして、まず運行するというのを始めますので。今までいろいろなアンケ

ートとかをやっている中で、実際、動いていないのが実態ですので、まず動かしてみ

るということが先決かなと。そういった中で、先ほど言ったように、岡野、金井島、

下島以外でも河原町でも必要である可能性がありますので、そうやって回った中でコ

ースとか時間とかいろいろな採算性、そういうものを含めて、まずやってみた中でい

ろいろな課題を見つけて、では、その次にどういうステップに行くか。その次の段階

に来て、今度は社協に委託をしてやってもらう可能性もありますし。 

それを、まず来年度、やってみないことにはわからない部分がありますので、まず

始めるというところで来年度予算につけますということをお話ししましたので、それ

で理解をして。また、これは３月議会のときに予算審議のときに詳しく、それまでに

はきちんと中身を詰めていきますので、そのときに、また質疑の中でいただければな

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 
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○３番（吉田敏郎） 

最初に私が言いましたとおり、町長のほうから、こういう前向きな今の話も含めて

答弁をいただいておりますので、公共交通並びに買い物弱者に対する交通手段につい

ては、非常に前向きに考えているということをいただきましたので。 

また、今、町長から、先ほど言いましたタクシーか１０人乗りのバス等でとりあえ

ず試験的に運行して進めていくと、そういうときに課題があったら、それに対してい

ろいろ考え実際にやっていくということを言われました。確かに、来年、運行させる

ことを検討したいということでありますけれども、こういうことは少しでも早くやっ

ていただけるのが一番いいと思いますので。検討する、実験的な運行は来年度でやる

ということはお聞きしました。それから決めるということでありますけれども、少し

でも早くやっていくよというような答弁をいただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

本格的にやるのは、それはもう、できるだけ早く。まず実証実験をしてみないこと

にはわからない部分があるので、それの後、それはもう、すぐ本格的にやっていくと、

そのように理解していただきたいと思います。これはもう、できるだけ早く、来年１

年は、まず動いているのが見えるという形に持っていきますので、その後の本格的な

ものは、また実験の後ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員。 

○３番（吉田敏郎） 

そういうことですという答えをいただきましたけれども、３月議会のときに、また、

そういう話が出るということですけれども、そのときに早くやっていただくような、

そういうあれを質問するかもしれませんし。しつこいようですけれども、そういう形

でお話をしたいと思います。 

このことに関しては、いい答弁をまずいただいておりますので、なかなか細かい質

問をしようと思いましたけれども、そういうふうにやるよということがありますので。

実際にどんどん進めるということを聞きましたので、まず前向きにどんどん進めてい

ただきたいということが質問の理由ですので、そういうふうにやるよということを聞

いておりますので、とやかく質問する事項がなくなってしまったということですので。

非常に早い時間ではありますけれども、そういう答弁で町が前向きにやると。何回も

しつこいようですけれども、やっていただくということで理解をしまして、早いよう

ですけれども質問を終了したいと思います。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

吉田議員、そこに座っていただけますか。 

暫時休憩といたします。再開を１３時３０分といたします。 
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午前１１時５０分 


